２００９年度文科３類８組　情報シケプリ（中村政隆教官）

１．情報に挑む～情報必勝法～

①前バラシ部分で着実に得点する。

　　今回の試験の最大の特徴は、大鬼であるはずの中村教官が前バラシを敢行したことである。配点は試験の半分というから、相当な量の前バラシである。ＨＰ作成等の課題の分を考慮すると、おそらく前バラシ分は評価全体の４割程度である。しかも、内容が裁判に関するものであるため、答えはほとんどぶれない。ここで着実に得点し、ＨＰ作成の課題を提出すれば、まず不可はないだろう。
　　差をつけるならば、「いかに１つの質問に対して多くの量が書けるか。」想定される質問とその解答の指針は下に書いたので、熟読してほしい。同様に、中村教官のページにある判決文と弁護士見解、それから教科書のｐ２４１～２４２についてもかならず一度目を通しておこう。
②前バラシ部分で独創的な解答をつくる。

　　「前バラシは教官が楽をするためにやっている」ということは前も書いたが、前バラシのデメリットは、「学生の解答が画一化してしまう」ということだ。しかも、シケプリをクラス全体で共有することで、画一化はさらに進行する。

　　教官の立場になって考えてみよう。同じような解答が並ぶ解答用紙を採点しながら感じるのは、「楽さ」ではなく「飽き」ではないだろうか。同じような解答ばかりで採点に面白みを感じることができないのではないだろうか。

　　そこで、他の解答とは違うけれども明らかに的をついた解答があると、教官は採点の手を休め、解答の独創性に心を打たれるのではないだろうか。他と同じ正解を書くよりも、他と違う正解を書いた方が間違いなく教官に対する印象が良い。場合によっては、ボーナスポイントを加点してくれることがあると、私は信じている。

　　今回の前バラシ部分では内容が裁判ということもあって、むやみに独創的な解答を作るのは危ない。唯一勝負できるのは「Ｗｉｎｎｙ裁判が社会に与える影響」だ。ネット上にあった多くの記事や、総合科目Ｂ「現代のエスノグラフィー」の教官、木村忠正准教授の意見を上に書いたが、重要なのはそれを参考にして自分なりの意見を構築することである。そしてここでも、「量」が加点への大きな要素となる。
③数学がからむ問題に全力を注ぐ
　中村教官の専門が離散数学ということもあって、最近は数学、数字がからむ問題が多く出題されている。具体的には、オートマトン（中村教官のスライドを参照）、ハミング距離（教科書ｐ２７～）、ハフマン符号化（教科書ｐ３０～）、情報量（教科書ｐ４０～）、平均情報量（教科書ｐ４２～）、符号化と情報量（教科書ｐ４４～）などである。
特にもオートマトンは、先日の講義中に中村教官が「まぁ、オートマトンはテストに出るでしょうね」と発言したこともあり、出題される可能性はかなり高い。数学がからむ問題に関しては、朱里がアップしてくれた過去のシケプリと教科書を参考にしてほしい。
２．前バラシ徹底分析　①Winnyとは？
 インターネットを通じてファイルを多数のユーザー間で共有することを目的としたソフトウェア（ファイル交換ソフトまたはファイル共有ソフトと呼ばれる）の一種。ファイルの共有に中央サーバを必要としないピュアP２P方式をとっている。２００２年に「２ちゃんねる」上で公開され、以後多数の人に広まった。
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←サーバ－クライアント方式

Ｐ２Ｐ方式→

※機能の特徴－匿名性

　Ｗｉｎｎｙには、当該ファイルのあったパソコンとは別のパソコンにファイルが複製され，この複製されたファイルがさらにダウンロードされるといういわゆる中継機能があり，これによって当該ファイル情報の一次的発信者が誰であるのかが判別できなくなることから，情報発信主体についての匿名性が確保される。
３．前バラシ徹底分析　②ピュアP２P方式
ピュアP２P方式とは、中央サーバを必要としないファイル共有システムのことである。基本的に全ての通信を各パソコンの間で行うため、匿名性が確保されやすい。
例えば、シケプリの共有をピュアP２P方式上でやる場合、①クラスの全員がピュアP２P方式のネットワークに加入する。②Aさんがシケプリをアップする。③みんながそれぞれのパソコンからダウンロードする。という方式をとることになる。ただし、ここにアップしたシケプリはネットワーク全体に公開されてしまう。

４．前バラシ徹底分析　③Winny裁判の経過
　２００４年５月、著作権侵害行為の幇助の疑いで、Winnyの開発者である金子勇氏が京都地方検察庁によって京都地方裁判所に起訴された。２００６年１２月、著作権法違反の幇助により、金子氏に対し罰金１５０万円の有罪判決が言い渡された。同日、検察、被告の双方が判決を不服として、大阪高等裁判所に控訴、今なお係争中。
５．前バラシ徹底分析　④想定される質問と解答の指針（◎は出題可能性が高い質問）
◎起訴された罪状

　甲と乙がＷｉｎｎｙを用いて著作権法違反を犯したのに先立ち、Ｗｉｎｎｙが不特定多数者によって著作権法を侵害する情報の送受信に利用されている状況にあることを認識しながら、あえてＷｉｎｎｙの最新版を作成、公開したため、著作権法違反幇助の罪で起訴された。

・幇助行為とは？

幇助行為とは、実行行為以外の行為をもって正犯の実行行為を容易ならしめる行為をいう。本件において、被告人は、著作権法違反を犯した正犯者甲と乙が誰かは知らず相互意思連絡はしていないとしても、多くの者がＷｉｎｎｙをダウンロードし、違法行為に利用していることは認容していたのであるから、地裁は、被告人の行為は幇助犯を構成すると評価したと考えられる。（弁護士見解より引用）
◎検察側の主張
　捜査段階における被告人供述に信用性があることを前提に、被告人がＷｉｎｎｙを開発、公開したのは専ら著作権侵害による著作権法違反行為を助長させることを企図したものであると主張する。
◎弁護側の主張
Ｗｉｎｎｙの開発、公開は著作権侵害を企図したものではなく、自分が興味をもったファイル共有ソフトの技術的検証を目的としたものであり・・・弁護人らも捜査段階における供述は任意性を欠き、信用性も認められない旨主張する。

　
・被告人の供述
①開発段階では、Ｗｉｎｎｙが著作権を侵害する態様で使用されることを予測しており，それを望んでもいた。実際、Ｗｉｎｎｙを使って不特定多数の者が著作権法違反をしていることもはっきり分かっており，逮捕された者がしたような犯罪行為が行われることは十分認識していた。

②既存のビジネスモデルは，インターネットが普及している現状の社会では矛盾をはらんでいると言わざるを得ず，新しいビジネスモデルを正面から研究，開発していくべきと思っていた。自ら匿名性の高いファイル共有ソフトを開発することで，警察が検挙できない状態にして，新たな収益方法を開発せざるを得ない状態を作ろうと思った。

③Ｗｉｎｎｙによって著作権システムを破壊してやろうとか，むちゃくちゃにしてやろうとか思っていたわけではなく，ソフト開発者に適正な対価が支払われるような新たなビジネスモデルを作ることが究極の理念であって，技術者として社会の発展を考えていた。

・被告人の供述に対する裁判所の判断

①著作権制度を破壊しようとしたわけではない趣旨のことを述べていることなどからすると，被告人は、著作物の違法コピーをインターネット上にまん延させようと積極的に意図していたわけではない。
②自ら匿名性と効率性を兼ね備えたファイル共有ソフトを作り，それが既存のビジネスモデルとは異なった新しいビジネスモデルにつながればいいと思ったことという点においては一貫している。
・被告人がＷｉｎｎｙ２を開発した動機
①既存のビジネスモデルに対する疑念
　被告人は、「現在のコンテンツ流通の根本的な問題点はコピーやその配信にあるのではなく，情報はタダが当たり前というインターネット世界における集金モデルの不備でしょう。」と発言。インターネットが普及して，コンテンツ提供者側に無断でソフトのコピーがなされている現状においては，コンテンツの利用者が提供者に代金を支払うという既存のビジネスモデルは矛盾をはらんでいると考えていた。
②ビジネスモデルのパラダイムシフトを予感

　被告人は、「インターネットの一般への普及の結果，従来のパッケージベース（ＣＤ，ＤＶＤなど）のデジタルコンテンツビジネスモデルはすでに時代遅れであって，インターネットそのものを使用禁止にでもしない限りユーザー間の自由な情報のやりとりを保護する技術の方が最終的に勝利してしまうだろう」「Ｐ２Ｐ技術が本質的にインターネットの世界では排除不可能と考えていますし，その事実が認知されていけば必ず自然に別のビジネスモデルが立ち上がってデジタルコンテンツ流通のパラダイムシフトが起こるだろうと考えていました～よってこれが将来インターネットでキーになる技術であろうと。」と発言。
　つまり、被告人は、ネット上でコンテンツを匿名的に共有するＰ２Ｐ技術こそが、将来のコンテンツ流通を台頭すると考えていた。

・裁判所の判断
①被告人が開発，公開したＷｉｎｎｙ２は匿名性を有しているため、正犯者の著作権法違反という行為を容易ならしめたという客観的側面は明らかに認められる。
　②しかし、Ｗｉｎｎｙはさまざまな分野に応用可能で有意義なものであり、技術それ自体は価値中立的であるため、無限定な幇助犯の成立範囲の拡大も妥当でない。
　※裁判所はＷｉｎｎｙそのものが適法か、違法かに関する判断はしていない。また、Ｗｉｎｎｙを使ってコンテンツを公開することについても判断を避けている。

③Ｗｉｎｎｙのような技術を実際に外部へ提供する場合，外部への提供行為自体が幇助行為として違法性を有するかどうかは，その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識，さらに提供する際の主観的態様如何によると解するべき。
◎裁判の判決
罰金１５０万円の罰金刑。
◎有罪の決め手
①被告人は，Ｗｉｎｎｙを開発，公開することで，利用者の多くが著作権法違反を起こすであろうことを明確に認識，認容していたにもかかわらず，Ｗｉｎｎｙの公開，提供を継続していたこと。

②正犯者らが著作権法違反の本件各実行行為に及ぶ際，被告人が公開，提供していたＷｉｎｎｙが，正犯者らにとって重要かつ不可欠な役割を果たした，被告人のＷｉｎｎｙの公開，提供という行為が，本件の各著作権者が有する公衆送信権に対して与えた影響の程度も相当大きい。　

◎なぜ罰金１５０万円という軽い刑になったのか
①「裁判所の判断」を見てもわかるように、本判決は、「その技術の社会における現実の利用状況」を検討すべき事項の一つとすることにより、技術を社会へ提供することによる著作権法違反幇助犯の成立範囲が無限定に拡大しないように配慮したため。
②被告人の技術開発自体は価値中立的であるから，被告人に有利な事情も存するため。

③被告人は、Ｗｉｎｎｙの開発段階で、Ｗｉｎｎｙが著作権を侵害する恐れがあると確かに任用していたものの、Ｗｉｎｎｙによって著作権侵害がインターネット上にまん延すること自体を積極的に企図したわけではないから。

※上記「有罪の決め手」の①②にあるようなネガティブな側面と、「なぜ罰金１５０万円という軽い刑になったのか」にあるようなポジティブな側面を相殺した結果、軽い刑になった。ここには、裁判長の恣意的な判断が含まれていると思わざるを得ない。（中村教官）
◎社会へ与える影響（教科書２４１～２４２ページも参照）
①技術開発者の委縮
・元来リスクを避ける日本社会において、過去に事例が存在しないようなシステムの開発／オープンソースとしての公開に際してストップがかかっていくことは必至であり、新しいアイディアの登場を妨げかねないものになるだろう。特に単機能として尖った研究をしなければならない大学、政府系開発補助、また、優れた個人においてテーマの萎縮が起きることが心配。（イグナイト・ジャパ　ンジェネラル・パートナー　酒井裕司氏）

・予想以上に、技術者を萎縮させると心配している。ただでさえ劣勢の日本のソフトウェア産業の競争力がさらに弱まる心配がある。（東京電機大学教授　佐々木良一氏）

・ソフトウェアの公開が萎縮する恐れがある。ソフトウェア公開者は、自分のソフトウェアに違法行為を助長する恐れがあることを認識したならば、何らかの有効な対策をとることを強いられる（科学技術振興機構　阿部洋丈氏）
・P２P/Webなど本質的に、コンテンツの公開と共有を前提としたシステムにおいて、その使われ方においてプライバシー、著作権侵害など従来とは異なるセキュリティリスクに関する設計段階での考慮を求めるきっかけにはなるだろう。プロバイダー責任制限法など、法的責任を限定するためのクレーム対処プロセスが整備され明確に定義されつつある。（ソフトウェア開発では）少なくとも管理的な仕組みをアクティベートできる設計を考慮する必要があるだろう（酒井氏）

・今後の開発者は、単機能の提供にとどまらず、提供された機能の使われ方とそのトラッキング、つまり、システムマネジメント的な発想に対する理解がより必要とされるようになるだろう。これはあらたなビジネスチャンスでもある（酒井氏）
②ファイル共有ソフトの利用に対する歯止め
・今回の事件によってファイル共有ソフトは違反ソフトだという価値観が社会の中に広まった。こでファイル共有ソフトの利用を控えたり、別の方法を使ったりする動きが広まった。（東京大学　木村忠正准教授）
②利用者サイドのモラル向上
・開発者を有罪に追い詰めた最大の「戦犯」はＷｉｎｎｙ著作権侵害を行うための道具として利用した利用者たちである。利用者サイドの問題点を直視しないと、今後も新しい技術を開発した技術者や企業を法的に追い詰めることになってしまう。（小倉秀夫弁護士）
③著作権法の再考・法整備の要請
・今回の事件で、情報化時代に対応した法整備がなされていないことが明るみになった。Ｐ２Ｐ方式やファイル共有ソフトはすべてが悪、というわけでもない。企業（コンテンツの配信元）の利を優先して著作権を一概に守るのは検討の余地があり、コンテンツの流通、利用も含めて時代に対応した法整備が求められている。（東京大学　木村忠正准教授）
・（開発者が）どのような対策を取れば十分なのか、基準はまだ明らかにはなっていない。もし、そのような責任を負うリスクがあるとなると、現在のように気軽にインターネットでソフトウェアを公開することは難しくなるのではないか（阿部氏）
・現状では、一度公開したソフトウェアが悪用されていることを認識した場合、どのような対策を行っていれば、ほう助犯にならないのかという基準が明らかになっていない」としたうえで、「今後は、自由なソフトウェア公開をできるだけ妨げない形で、ほう助犯とならないために必要な対策のガイドラインを設けることが重要（阿部氏）
◎自分が裁判官だったらどのような判決を下すか。
※フォーマット（下のように書くのが最もわかりやすい）
「自分は○○のような判決を下す。第一に△△△であり、第二に×××であるからだ。以上により、○○が妥当だと判断した。」

・解答例
　　私がもし裁判官であれば、被告人に対して無罪判決を下す。
第一に、被告人は、「Ｗｉｎｎｙが著作権法違反を容易に引き起こすことを予見していた」という供述をしているが、これは頭の中の「考え」にすぎないものであるから、憲法第１９条の「思想・良心の自由」に該当し、違法性はない。また、被告人はそのあとで、Ｗｉｎｎｙを開発段階に移したわけであるが、そこでも被告人は新たなビジネスモデルの構築を志向した価値中立的な技術開発を行っていたわけであって、犯罪性は認められないからである。
　　第二に、Ｗｉｎｎｙを用いた著作権法違反幇助の罪を開発者に負わせるのは行き過ぎているからである。本来、著作物に関しては実際それを用いた利用者側にすべての責任があるわけであり、罪が起こるのを容易ならしめたからといって、開発者を罰することは不適当である。また、開発者を罰した場合、他の新技術開発に対して悪影響を与えることは避けられない。よって、将来の社会に与える影響も考慮すると、開発者を有罪にすべきではない。
　　以上より、本件において、開発者を無罪に処するべきと判断した。

◎判決に対する反論の例
・「もう少し重い刑を」「もっと厳しい判断を」という立場で
①今回の事件では、正犯２人の著作権法違反の幇助罪ということで被告人が処罰されたが、実際のところ、Ｗｉｎｎｙを用いて著作権法違反の罪を犯していた人々はもっと多くいるはずであり、被告人が社会に与えた悪影響は大きい。よってもっと厳罰を科すべき。
②裁判官がＷｉｎｎｙの適法性、違法性について何も言及しなかったのは極めて遺憾。著作権法を守り、基準を明確にするためにも、はっきりとした判断を下すべきであった。

③量刑を考える際、「被告人の主観的態様」を考慮し、減刑の理由の一つとしたが、それを考慮してしまうと、どうしても裁判官の主観が判決に反映してしまう。「著作権侵害を幇助した」という客観的な結果にこだわるべきで、情状酌量に走ってはいけない。

・「もう少し軽い刑を」「無罪に」という立場で

①コンテンツの開発者がコンテンツの利用に関してまで責任を持つというのはおかしい。コンテンツの利用に関しては利用者だけに責任を負わせるべき。裁判所の判決は、スピード違反を起こした車の開発者を、「スピード違反を起こすような車を開発した」ということで処分するようなものだ。

②技術とともに法律も進化していくべきであり、技術の適法性、違法性を問うより先に、新しい時代に即した法体系を整備する方が先だ。現行の法律では処罰するのが困難であり、裁判所は被告人を無罪にする代わりに法制度の整備を立法府に訴えるべき。
③被告人はもともとビジネスモデルの転換による社会発展を企図してＷｉｎｎｙを開発したのであるから、被告人を罰してしまうと、新たな技術の開発を阻害してしまう。このような判決は開発者を必要以上に萎縮させ、社会的に大きな悪影響を与えることにつながってしまう。よって無罪にすべき。
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７．最後に

　　中村攻略法は見えたでしょうか？過去問を見ても、出題される分野はかなり限られているように思います。なので、勉強量が点に結びつく確率は他の繰り上げ試験科目よりもずっと高い。効率よく点を取るためにはまず情報の勉強に着手するべきでしょう。ぜひぜひみんなで優をもぎ取りましょう！！！！！
